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【陳情項目】 

 小田急バスのダイヤ変更によって，買い物や通院が困難になっている交通

弱者への対応策の検討を求める陳情 

 

【陳情の趣旨】  

 小田急バスの突然のダイヤ変更により，東野川地区では，午前中３時間バ

スの運行のない時間帯ができました。その結果，住民は通院や買い物など，

外出時の交通手段がなくなり，非常に困った状態に追い込まれています。  

 外出ができなくなったことによる高齢者の身体機能や認知機能の衰えは

深刻です。また，交通機関が保障されているから運転免許を返納したという

高齢者も多く，通院や買い物，家族への介護が困難になっている状況があり

ます。 

 小田急バスに対して改善を申し入れましたが，一向に改善されません。市

役所にも確認をしましたが，市としても再三にわたり小田急バスに申し入れ

をしているとのことです。 

 東野川地区はこまバス運行からも取り残されていますので，ぜひこの不公

平の改善を願います。買い物や通院が困難になっている交通弱者の問題を，

狛江の問題として考えてください。具体的かつ積極的な対応策を検討し，実

行して頂くことを求めます。 


